
お問い合わせ

受付時間/午前8時30分～午後5時15分（土・日曜日、祝日、年末年始を除く） 各課共通FAX 043‒206‒0085

千葉県後期高齢者医療広域連合
本紙、広域連合の
運営について

総務課
☎043‒216‒5011

議会について

議会事務局
☎043‒216‒5011

保険料、被保険者の
資格について
資格保険料課

☎043‒308‒6768

保険給付、
保健事業について

給付管理課
☎043‒216‒5013

お問い合わせ先 議会事務局　☎043-216-5011

令和2年第1回広域連合議会定例会が開催されました
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千葉県後期高齢者医療広域連合議会議員名簿（議員定数54人） （令和2年2月17日第1回定例会　現在）

第1回定例会の議案と議決結果第1回定例会の議案と議決結果
（会議録は、後日ホームページに掲載予定です。）

（議案名中の『千葉県後期高齢者医療広域連合』は省略）

■議案第1号

■議案第2号

■議案第3号

■議案第4号

■議案第5号

■議案第6号

■議案第7号

■議案第8号

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について

職員の給与に関する条例及び会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について

後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について

第三次広域計画の改定について

令和元年度一般会計補正予算（第２号）

令和元年度特別会計補正予算（第２号）

令和２年度一般会計予算

令和２年度特別会計予算

2月17日に、令和2年第1回千葉県後期高齢者医療広域連
合議会定例会が開催されました。
定例会では、令和2年度と3年度の保険料率を改定すると
ともに、令和元年度一般・特別会計補正予算及び令和2年度
一般・特別会計予算など8件が審議されました。
一般質問には3人が登壇し、後期高齢者医療制度と広域連
合の運営についての質問が行われました。

第三次広域計画を改定しました
広域計画は、広域連合と関係市町村が事務処理を行うた

めの指針となるもので、地方自治法第２９１条の７の規定によ
り策定する計画です。
この度、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施（※）

を推進するため、広域計画に、広域連合と関係市町村の連
携に関する事項を定めました。

　高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細かな支援を実施するため、後期高齢者の保健事業を、
市町村が介護保険の地域支援事業や国民健康保険の保健事業と一体的に実施するものです。

※高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施とは

令和2年〔2020年〕3月23日発行8


